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薬物乱用「ダメ. ゼッタイ」！  

～覚醒剤、大麻等の乱用をなく そう～ 

 

 

 

 

  

 

 

        

不法就労・不法滞在防止にご協力を 

事業主のみなさんへ 

 外国人を雇用する場合、実物の旅券・在留カードで在留資格等を確認してください。 

 在留カードには就労制限の有無等が明記されています。  

 雇用した外国人が不法就労となることを知らなかったとしても、在留カードの 

未確認等の過失があれば処罰の対象となります。 

不明な点があった場合は、最寄りの警察署又は名古屋入国管理局にお問い合わせください。 


